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・ 新型コロナウイルス感染症対策へのより適切かつ迅速な対応を図るため、保健福祉部疾病対
策課を感染症対策業務に特化した「感染症対策課」に再編。
※ 疾病対策課が所管している感染症対策以外の業務（難病対策、がん対策、循環器病等）については健康・地域ケア推進課に移管

・ 事業者支援対策については、産業戦略部に「中小事業者支援対策担当課長」を引き続き配置
し、支援体制を継続。

・ 併せて新型コロナへの対応に必要な体制を確保するため、保健福祉部に＋２０人程度、産業
戦略部に＋１０人程度を配置。今後も必要に応じて臨時・機動的な体制の強化を図っていく。

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症対策に係る体制の強化

現 行 改 正

保健福祉部（１３課）

次長部長 厚生総務課

健康・地域ケア推進課
地域ケア、介護保険、在宅医療
認知症、健康づくり

疾病対策課
難病、がん、循環器病、肝炎
新型ｺﾛﾅ対策（入院調整、検査体制
整備等）、新型ｲﾝﾌﾙ等感染症対策

生活衛生課

保健福祉部（１３課；±０）

次長部長 厚生総務課

健康・地域ケア推進課
地域ケア、介護保険、在宅医療
認知症、健康づくり、
難病、がん、循環器病、肝炎

感染症対策課
新型ｺﾛﾅ対策（入院調整、検査体制
整備等）、新型ｲﾝﾌﾙ等感染症対策

生活衛生課

令和３年度組織改正の概要



★「活力があり，県民が日本一幸せな県」づくりに向け、本県への企業誘致をより強力に推進
し、産業活性化・雇用環境の充実を図るため、営業戦略部立地推進担当部を「立地推進部」
として独立設置

Ⅱ 企業誘致体制の強化 ★･･･行政組織条例改正事項

現 行 改 正 案
営業戦略部 営業企画課

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾁｰﾑ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ﾁｰﾑ
農産物輸出促進ﾁｰﾑ
国際渉外ﾁｰﾑ
観光物産課
国際観光課
販売流通課
空港対策課
県産品販売促進ﾁｰﾑ
ＰＲ・誘致ﾁｰﾑ
行政課

企業誘致推進ﾁｰﾑ
土地販売ﾁｰﾑ
ﾎﾟｰﾄｾｰﾙｽﾁｰﾑ
立地推進課
立地整備課
宅地整備販売課

部長 次長

空港対策監

参事
(国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ)

東京渉外局

立地推進
担当部長

次長

参事
(立地推進)

営業企画課
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾁｰﾑ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ﾁｰﾑ
農産物輸出促進ﾁｰﾑ
国際渉外ﾁｰﾑ
観光物産課
国際観光課
販売流通課
空港対策課
県産品販売促進ﾁｰﾑ
ＰＲ・誘致ﾁｰﾑ
行政課

企業誘致推進ﾁｰﾑ
土地販売ﾁｰﾑ
ﾎﾟｰﾄｾｰﾙｽﾁｰﾑ

立地推進課

立地整備課
宅地整備販売課

部長 次長

空港対策監

参事
(国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ)

東京渉外局

部長 次長

参事
(立地推進)

営業戦略部

(18課・ﾁｰﾑ) (12課・ﾁｰﾑ)

立地推進部

(６課・ﾁｰﾑ)

（独立設置）



営業戦略部に存置したまま，立地推進体制を強化するとともに，企業局，開発公社の整
備体制を強化

現 行 改正

県民生活環境部（9課） 県民生活環境部（9課；±０）

廃棄物対策課

環境対策課

部長 次長
女性活躍・県民協働課

環境政策課

水政課

スポーツ推進課

生活文化課

自然環境課

霞ケ浦浄化対策監

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ課ｵﾘﾝﾋ゚ ｯｸ･
ﾊ゚ ﾗﾘﾝﾋ゚ ｯｸ監

不法投棄，不適正残土，処理
施設指導・審査・許可
新最終処分場整備，
減量化・リサイクル対策

自然保護対策，県立自然公園，
野生生物の保護，鳥獣の狩猟

部長 次長

女性活躍・県民協働課

環境政策課

資源循環推進課

水政課
スポーツ推進課

生活文化課

廃棄物規制課
環境対策課

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ課

霞ケ浦浄化対策監

ｵﾘﾝﾋ゚ ｯｸ･
ﾊ゚ ﾗﾘﾝﾋ゚ ｯｸ監

不法投棄，不適正残土，
処理施設指導・審査・許可

新最終処分場整備，
減量化・リサイクル対策

環境保全，地球温暖化対策，
公害紛争処理
＋自然環境課所管業務

・ 増加する不法投棄・不適正残土事案への対応強化や新最終処分場整備に係る対応のため、県
民生活環境部廃棄物対策課を 「廃棄物規制課」（不法投棄対策等）と「資源循環推進課」
（ごみ減量化・リサイクル、新最終処分場整備等）に再編
※あわせて、「自然環境課」を「環境政策課」に統合

Ⅲ 不法投棄対策・新最終処分場整備に係る対応体制の再編

（統合）



（参考）知事部局の構成
現 行 改正案

知事 副知事 総務部

政策企画部

県民生活環境部
防災・危機管理部
保健福祉部

産業戦略部

営業戦略部
福祉担当部長

農林水産部

土木部

会計事務局

政策企画部
県民生活環境部
防災・危機管理部
保健福祉部

産業戦略部

営業戦略部
福祉担当部長

農林水産部

土木部

会計事務局

知事 副知事 総務部

立地推進部

９部１局（２担当部長）

１０部１局（１担当部長）
[現行比：＋１部＋▲１担当部長]

立地推進担当部長

会計管理者
会計管理者


